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ヴェッカーリーンと

ドイツ韻律法の改革

杉村涼子

16世紀末までにイタリアやフランスやイギリスが世俗文学によって達

成した母国語の確立が， ドイツにおいてはまずルターの聖書独訳という形

を取ったことは当時のドイツの状況に象徴的である。しかし，やがて 16世

紀から 17世紀にかけて，母国語による詩と言えばクニッテルフェルスと

ルターの賛美歌くらいしかめぼしい詩の無かったドイツでも，イタリア詩

やフランス詩のような洗練された豊かな表現を可能にする詩法，特に韻律

法を確立する試みが盛んとなる。その運動の一方の中心を成したのは，古

典詩の韻律法をドイツ詩に応用しようとした人文主義者達であり，もう一

方は，フランス詩の韻律法に倣って詩作を試みんとした，所謂「ドイツ・

ルネサンス詩人J 達である。前者の試みは，ラテン語に最も近かったイタ

リア語と同様に1), ドイツ語でも挫折せざるを得なかった。音量のみを考

慮する詩脚を作る古典詩の韻律法を，異なる音体系を有する近代ヨーロツ

パ語に応用することは所詮無理であったからである。これに対して「ルネ

サンス詩人」らが手本としたフランス韻律法は， ドイツ詩への応用が簡単

であったため，速やかにドイツ詩へ取り入れられていったのであった。

このフランス韻律法導入のきっかけをなしたのもやはり宗教上の理由に

よるものであった。すなわち，マロ（ClementMarot）やデュ・パルタス

(Guillaum de Salluste Du Bartas）のユグノー教徒のための聖歌（Huge-

nottenpsalter）の翻訳者らが， まずその先鞭をつけたのである。当時ド

イツ人文主義の一大中心地を築きあげ，フランスを追われたユグノー教徒
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を保護したプフアルツ選帝侯フリードリヒ三世は， まずシェーデ（Paul

Schede Melissus）に聖歌の翻訳を依頼するが，結局これは完成には至らな

かった。というのは， 1573年にロープヴァッサー（AmbrosiusLob-

wasser）の訳が出版されたために，シェーデがそれ以上仕事を継続する意

味が無くなってしまったからである。このシエーデはプレイヤード派の3寺

人達と交わった経験があり，今日知られている限りにおいて，ロンサール

と接触した唯一のドイツの詩人であるとされている。フランス語に堪能で

あったシエーデの訳をフランス語の原詩と比較してみると，彼が音節数と

脚韻の交替を厳密に模倣しようとしたことが分かる2）。イエリネックは，

シエーデの翻訳を「ロマンス詩の韻律を新高ドイツ語において模倣しよう

とした最初の試みである」3）と述べている。

このような先駆者の努力ののち，十七世紀初頭さらにドイツ詩が他のヨ

ーロツパ諸国のレベルに追いつかんとして，新しい形式を求めて模索を続

けていた頃，シュトゥットガルトの宮廷詩人ヴエツカーリーンは，フラン

ス韻律法の上に，これまでのドイツ詩には存在しなかった高度な様式美に

溢れた新しい世界を創造するに至る。しかし，優れた詩才を持ったこの詩

人は，作用史の視点から見て，その後はほとんど文学史の前面に現われる

ことはない。ヴェッカーリーンのフランス流韻律法は，オーピッツの改革

以後主流となる韻律法に飲み込まれてしまうからである。ヴェッカーリー

ンの死後百年以上もたってからボードマ｝によって再発見され，やがてへ

ルダーに至って，それまで無視されてきたことへの購罪とも言える名誉回

復がなされることになるわけだが，それはヘルダーがヴエツカーリーンの

詩のなかに，オーピッツ以来綿々と続いてきた詩脚の単調な規則的交替に

よる詩とは異なる，自由なリズムを聞き取ったからである4）。しかもヘル

ダーが読んだヴェッカーリーンの詩を検討すると，それらの詩はヴェッカ

ーリーンがオーピッツの改革をやむなく受け入れたのちの版によっている

ことが明らかとなる。ということは，ヴェッカーリーンの言寺はオーピッツ

に従ったあとにおいても，まだなおヘルダーをして自由なリズムを感じ取

らせる要素を有していたことを意味する。だがそのことが，この詩人に対
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する評価において，詩才はあったが結局オーピツツの改革を完全に消化し

きれなかった，新しい詩形式への感覚の欠如した詩人とも見なされる原因

となったのである。例えば， W・カイザーは？ドイツ韻律法小論」におい

て，ヴェッカーリーンの詩の一節を誤ったヤンブス詩脚の例として挙ヴて

いるし5），ホイスラーは「ドイツ韻律法の歴史Jのなかで，ヴェッカーリー

ンの詩にヤンブスの交替を当てはめたときに生ずるくく強音の曲げ≫ (Ton-

beugungen）の多さにあきれ，「ルターの賛美歌のほうがずっとましであ

る6）」とまで述べているO しかし， これらの意見は，オーピッツの理論を

ヴェッカーリーンの詩にそのまま適用せんとした場合にそう言えるのであ

って，果たしてヴェツカーリーンが本当に新しい韻律法を理解し得なかっ

たという見方をすること自体が正鵠を射ているかどうかは，歴史的コンテ

クストのなかで考察してみないと正しく判断は出来ない。しかもこの詩人

を肯定的に評価するか，否定的に評価するかは，その詩的感性云々よりは

むしろ，彼の韻律法の是非に関わってきたのである O しかし，ヴェッカー

リーンが正統とされる文学史の規範からずれているという， まさにその

〈〈ずれ〉〉こそ，十七世紀というドイツ詩が新しい韻律法を求めて試行錯誤し

ていた時代を考察するにあたり，主流のオーピッツの側からのみの視点で

は与えられない視野の広がりを提供してくれるのである。以下では韻律法

の面から，ヴェッカーリーンのフランス韻律法に従った初期の詩の特徴を

明らかにし，さらにオーピッツの改革を受け入れた後期の詩を検討するこ

とにより，ヴェッカーリーンと新しいドイツ韻律法との関係， さらにヴェ

ッカーリーンを通じて見えてくるオーピッツの改革の意味をも探ってみた

し、。

2 

まず最初に，このあまり知られていない詩人については，少々伝記的事

柄に触れておかねばならないであろう。ゲオルク・ルドルフ・ヴェッカー

リーン（GeorgRudolf7l Weckherlin）は 1584年9月 14日に，ヴュルテン
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ベルクの官吏ヨハンネス・ヴェッカーリーン (JohannesWeckherlin）の第

五子としてシュトワットガルトに生まれ，敬度なプロテスタントの家庭に

育つO やがてチュービンゲン大学に入り，この時期にラテン語，フランス

語，イタリア語といった，のちに外交官として活動するに必要な語学を習

得する8）。 1606年ヴュノレテンベルク公国の官吏となるが，彼が仕えたヨハ

ン・フリードリヒ公（HerzogJohann Friedrich）は，フランスのモンベリ

アールの領主で、あると同時に，フランス国王に対する融資の担保としてア

ランソンをも支配下に治めており，フランス風の教養を体現する君主であ

った。当時のシュトゥットガルトの宮廷は，すでに絶対主義への地盤を確

固たるものにしつつあったフランス宮廷文化の強い影響下にあった。ヴェ

ツカーリーンは 1606年の着任後， 直ちにモンベリアール他のフランスの

諸都市に外交官として派遣されるが，この時期に知り合ったフランスの教

養ある外交官であり，詩人であり，またユグノー教徒であったモンマルタ

ン（Essayedu Mat de Monmartin）は，詩人としてのヴェッカーリーン

の将来に決定的な役割を果たした。のちになって，ヴェッカーリーンはモ

ンマルタンから得たものに対する感謝の念を，詩人としての自負をも込め

て，伎に捧げたヒ。ンダロス風謡歌のなかで次のように歌っている9）。

敢えて我が他に先んじて

自由な響きもて神々を，

ドリアの絃に乗せつつ

我言葉で愛らしく歌わんとせしは

君のなせる業なり 10）。

このフランス滞在中にヴェッカーリーンは， プレイヤード派の詩に接し，

そのフランス韻律法をもしっかりと習得する。 1607から 1615年にかけて，

イギリス，アイルランドに滞在し，その頃ドーヴァー出身のエリザベス・

ラウォース（ElizabethRaworth）と婚約している。 1616年 9月，彼女と

の結婚後シュトゥットガルトに戻り，ヨハン・フリードリヒ公の秘書とな

り， 1622年までこの職に留まるが，彼の初期の詩のうち重要な作品は，ほ
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とんど全部この時期に成立しているO そして 1622年イギリスへ戻り， 1653

年ウエストミンスター寺院に葬られるまで，二度とドイツへ戻ることはな

かったのである。イギリスへ渡ったあとしばらくは，全く詩は発表してい

ないが， やがて 1641年アムステルダムで「ゲオルク・ロドルフ・ヴェツ

カーリーンの宗教詩と世俗詩」（”GeorgRodolf Weckherlins Gaistliche 

und Weltliche Gedichte“）が，そして 1648年やはりアムステルダムで

「宗教詩と世俗詩」（”Gaistlicheund Weltliche Gedichte“）と題する全作

品集が出版される。前者においては，初期の詩とは異なり，オーピッツの

韻律j去を意識して詩作がなされ，後者の全作品集では， 1619年以前の詩を

掲載するにあたってもオーピッツ流に改作がなされているのである。

ヴェッカーリーンが初期の詩でフランス韻律法を模倣したことは広く知

られているが，それがどのようなものであったかを，具体的に検討してみ

ょう。

［資料 I]

Sonnet. 

Die spiegelmacher an das Frawenzimmer. 

1 Nymfen, deren anblick mit wunderbarem schein 

Kan unser hertz zugleich hailen oder versehren; 

U nd deren angesicht, ein spiegel aller ehren, 

Uns erfiillet mit forcht, mit hofnung, lust, und pein: 

5 Wir bringen unsern kram von spiegeln klar und rein, 

孔1itbit, ihr wallet euch zuspieglen nicht beschweren: 

Die spiegel, welche uns ewere sch凸nheitlehren, 

Lehren euch auch zumahl barmhertziger zusein. 

So gelieb es euch nun, mit lieblichen anblicken 

10 Erleuchtend gnadiglich unsern leuchtenden dantz, 

U nd spieglend euch in uns, uns spiegler zu erquicken: 

Wan aber ungefehr ewerer augen glantz 

Uns gar entfreyhen solt, so wollet uns zugeben, 

Das wir in ewerm dienst f泊rhinstehts mogen leben.11> 
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この詩は， 1616年 3月にシュトゥットガルトで催された王子フリードリヒ

のための祝祭の経過を，ヴェッカーリーンがほぼ一ヶ月のちに記述して出

版した小冊子「先日シュトゥットガルトにて王子の洗礼式に際して執り行

なわれた勝利の祝典」（”Triumf.Newlich bei der F. kindtauf zu Stutgart 

gehalten“）のなかで，宮廷バレエ12）の説明として挿入されている十二音節

詩句13）による abbaI abba I cdc I deeという脚韻形式を持つソネットで

ある。バレエに登場する鏡のモティーフの技巧的扱い方，女性をニンフと

して登場させた異教神話的背景，隠喰や対照法といった修辞学の知識， し

かもクニッテルフェルスではなく，フランス流の十二音節詩句で構築され

たペトラルカ風のソネット一一一ドイツの宮廷文化は，ヴェッカーリーンの

登場によって，ょうやくその華麗な祝祭空間に相応しい格調高い文学的表

現形式を所有するに至ったのである。

さて，この十二音節詩句をオーピツツの改革後ドイツ詩の鉄則となった

ヤンブスの規則的交替で朗読，つまり skandierenしてみると， 3, 5, 6, 

11, 13, 14，行を除いて，この規則が当てはまらないことが分かる。極端

なのは 1,21子目で

Nymfen, der・enanblick mit wunderbarem schein 

Kan unser hertz zugleich hailen oder versehren; 

となり，この 2行のあいだに4回も弱音の《e》が揚格を占めることになる

し， anblickにおいても，本来は第 1音節に強勢が落ちねばならないはず

である。要するに，あくまでも紙に書かれた詩としての韻律のレベルでの

み考察する限りにおいて，この詩にはヤンブスの規則的交替は，偶然そう

なってしまった上記の 6行を除いては， 認めることが出来ない。ところ

が， 1648年の詩集においては，この詩が次のように改作されているのであ

る。ここでは 1・2行のみを挙げておく。

Ihr Nymfen dるrenblick mit wunderbarem schein 

Kan unser hertz zugleich erlaben und vers己hren;14l
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つ主り，この版でははっきりとオーピッツ理論の受容が確認できるのであ

る方、［資料 I］の詩では，ヴェッカーリーンはまだ徹底的にフランス韻律

；去にf追っているのである。

では，ヴェッカーリーンが範とした当時のフランス韻律法とは如何なる

ものであったのだろうか。イタリア詩と同じく，フランス詩は，一行にお

ける決まった音節数と男女脚韻の規則正しい交替を二本の柱としている。

このような韻律法が確立したのは 16世紀， プレイヤード派の詩人の実践

面，かっ理論面で、の努力によるものであった。デュ・ベレは「フランス語

の擁護と顕揚』で次のように述べている。

「脚韻に関しては，私は脚韻は豊かであらねばならないという意見です。

なぜなら，ギリシア人やローマ人にとっての音量にあたるのが我々にとっ

ては脚韻だからです。そして我々は彼らのように詩脚を用いることはない

けれども，詩のジャンルによって決まった音節を持っており，この音節に

よってまるで、鋲に繋がれたかのごとく結合され拘束された詩行は，脚韻と

いう狭い牢獄のなかへ入って行くのですが，厭わしく厳しい，そして他の

国語には分からない女性韻の句切りという看守の見張りを，大抵受けてい

るのです15）。」

ロンサールの「フランス詩法要約」におけるフランス韻律法の定義も本

質的にはデュ・ベレと何ら異なるところは無い。ただロンサールは十二音

節詩句と十音節詩句については別章をそれぞれ設け， 前者においては第6

音節のあと，後者においては第4音節のあとに句切りが置かれる， と説明

している16）。

さて，ヴェッカーリーンの詩を以上に述べたような決まった音節数と男

女脚韻の規則的交替，そして［資料 I］のような十二音節詩句の場合は，第

6音節のあとに置かれた原則として男性韻の句切り， というフランス韻律

法から観察してみると，そこには全く整然とした韻律形式が認められるの

である。 Iの言寺では， 11子目の anblick,10 :f子目の gnadiglich, 121子目の

ungefehrは，本来第 1音節に強勢の落ちる単語であるが，ヴェッカーリー

ンにとってはこのような単語が句切りの位置を占めても，何ら韻律上の規

- 66 -



則を侵すことにはならなかったのである。すなわち，ロンサールが例を挙

げて示しているように17），ヴェツカーリーンのプロゾディにおいても，フラ

ンス語で、パロクシトンと呼ばれる女性韻の単語をドイツ語に応用した，絶

対に強勢を持ち得ない弱音の《e》を最終音節に含む単語以外は，ただ 1音

節で成り立っている単語も含めて，全部男性韻としての機能を果たし得る

可能性を持っているわけである O 従ってーblick，田lich,-fehrが第 1強勢に

代わる音節として句切りの位置に置かれることが可能なのである。とりわ

け anblickのような弱音の《e》を含まない 2音節の単語を，ヴェッカー

リーンはスポンデウスのように見なし，句切り，あるいは脚韻に男性韻と

して用いている。この他，ヴェッカーリーンの詩の響きに特徴的な占eit,

-keitといった，本来第 1強勢を有してない接尾辞も男性韻として， 必要

に応じて句切り，あるいは次の例が示すように，脚韻の役割も任されるの

である。

［資料 II]

a) Sie ist ein tag aller klarheit 

Si~ ist der ruhm aller schonheit18l 

b) Durch meiner Oden si.issigkeit 

Welche auB aigensinnigkeit19l 

c) Mit diser frischen blum ! blum, deren lieblichkeit 

Ietzund gepflanzet ist in der Unsterblichkeit28l 

ところで， a）では強勢のある最後の母音を越えて，さらにその前の子音

≪h≫ まで韻を踏んでおり， b）では最後から 2つ目の音節の母音まで， c)

ではさらにその先の子音まで同韻となっている。このような脚韻はくく豊か

な韻≫ (rimes riches）として，フランス詩では非常に頻繁に現われる。上

記のように，フランス詩から学んだくく豊かな韻〉〉が多いのも，ヴェッカー

リーンの詩に特徴的なことである。

以上が初期ヴェッカーリーンのフランス韻律法の概略で、あるが，その他

特に付け加えておきたいことは，先に引用した十二音節詩句，ソネット形
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式， ピンダロス風謡歌の他，アナクレオンティカ，田園詩等，以後ドイツ

バロック詩で盛んとなる詩行や詩節，ジャンルは， 1618年のワ匿歌と詩歌

第 I巻』（”DasErste Buch Oden und Gesang“）， 1619年の「謡歌と詩

歌第2巻」（”Dasander Buch Oden und Gesang“）のなかで， オーピ

ツツの権威付けを待たずにすでにその最初の花を咲かせているということ

である。オーピッツの「ドイツ詩学の書J が現われたとき， 16世紀末と比

較して， ドイツ詩はわずかの期間に，すでにヴェッカーリーンの作品が示

すレベルにまで到達していたことを忘れてはならないのである。

3 

1624年に出版された「ドイツ詩学の書J 中の数多くのフランス詩の引用

を見ると，オーピッツもヴェッカーリーンと同じく，プレイヤード派，こ

とにロンサールから多大な影響を受けていることが分かる。フランス人の

トヌラは， 「ドイツにおけるこ人のロンサールの模倣者ー一一ヴェツカーリ

ーンとオーピッツJ（トヌラの本意に従うなら《票lj窃者》とも訳したほうが

当を得ているのかもしれないが）において， オーピッツが初期の頃は，そ

の目をもっぱらへインジウスに向けていたのに対し，「ドイツ詩学の書」執

筆に際しては，ロンサールの「フランス詩法要約』， FフランシアッドJ の

序文， デュ・ベレの「擁護と、顕揚」を卓上に置いていた， と指摘した上，

ヴェッカーリーンの詩を知っていたオーピツツが，「この先輩が，ロンサー

ルや他のフランスの詩人達を読むことで得た利益に，心を打たれなかった

はずはない」21) と述べている。いずれにせよ，オーピッツがヴェッカーリ

ーンを意識していたことは，オーピッツがツインクグラーフに出版するべ

く預けた詩集に，ヴェッカーリーンの詩が挿入されたこと，また2人のあ

いだに手紙のやり取りがあったという表面的事実関係の他に，「ドイツ詩

学の書J の韻律に関する部分が，ヴェツカーリーンが範としたロンサール

を中心とするフランス韻律法の吟味を出発点としていることに，正にはっ

きりと現われている。それは換言するならば，当時のドイツにおいて，ル
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ネサンス詩人達がもたらした韻律法が自明のものとなっており，もはやそ

れを抜きにしてはドイツ韻律法の改革は不可能であったことを意味して

いる。ヴェツカーリーンが最後までプレイヤード派に忠実であったのに対

し，オーピッツは，やはりフランス詩の多大な影響のもとに母国語に適し

た韻律法を見い出していたオランダ詩と接触することによって，フランス

韻律法を批判的に受容する術を会得したのであった。

「ドイツ詩学の書」において， 2章で述べたようなヴェッカーリーンの詩

の韻律的特徴に対する明らかな否定となっているのは， 次の 3点である。

( 1 ) ［資キヰ II］の b),c）のような，ヴェツカーリーンにおいてしばし

ば現われる多音節の男性脚韻は， 「詩行をあまりに武骨で硬直した

ものにさせる」22）ので，避けるべきこと。 4音節以上の単語による

男性韻は，必ず最終音節に固定した強勢を持つフランス語とは異な

り， ドイツ語においては最終音節に第 1強勢を持てるものは外来語

を除けばかなり稀であるので，ほとんどの場合ヴェッカーリーンが

したように，第2強勢を脚韻として用いなければならない。オーピ

ッツは，このような男性韻を省こうとしたのである。

( 2) 「男性韻においては最後の音節が，女性韻においては［．．．］最後の

2つの音節がすべての文字において同じであってはならない」23）こ

と。つまり［資料 II］で示した《豊かな韻》の禁止である。オーピ

ッツはここでフランス詩の極端な例を挙げて， 「フランス人はこの

ようなことをあまり厳密に考慮してはいない_J24）と述べている。た

だし，オーピッツはこの作者不明の詩を戦略的に引用しているよう

に思われる。《豊かな韻》の優れた例ならば，例えばロンサールには

数限り無く見い出すことも出来るのであるから。

( 3 ) 1行における決まった音節と脚韻の規則的交替で満足するのでな

く，「いかなる詩行もヤンブスかトロヘウスであること，ただしそれ

はギリシア・ローマ人のように音節の大きさに注意を払うのではな

く，強勢と音調からどの音節が高く，どの音節が低く埋められるべ

きかを知ること」25）を提唱したこと。そして， 6bsiegenのようなダ
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クテュルスの単語は，「区別をもって使用される」26）場合を除いて，

無理な使用を避けるべきこと。ブフナーは「オーピッツが何をもっ

てこの区別を理解しているか，明確に言及していない」27）と述べて

いる。 ともかくもオーピッツのその後の詩を観察してみると， 6b-

siegenのように最終音節が絶対に第2強勢を持たない単語は除外さ

されているが， Nachtigalやるwigkeitのように第 3音節に第2強勢

を持つ語は許されているし，このような語は男性脚韻としても使わ

れている。この点においては，ヴェッカーリーンの初期の詩におけ

る句切りと脚韻の扱い方と，何ら変わるところはない。ただしヴェ

ッカーリーンがスポンデウスと見なして用いた anblick のような

本来トロヘウスである語を句切りと脚韻に置くことが注意深く避け

られている。それがオーピッツの詩を整然としたものにしているの

である。

オーピッツをヴェッカーリーンと分かち，彼にドイツ韻律法改革の父た

る名誉を与えた理由，それは人文主義者がドイツ詩に応用せんとして果た

せなかった古典詩の詩脚を，オランダ詩を範として音量のかわりに語及び

文強勢の考慮によって置き換え，ルネサンス詩人たちが導入した一行にお

ける決まった音節数と規則的男女脚韻の交替，そして 8音節以上の詩行で

は決まった位置に句切りを持つフランス詩形式，特に十二音節句に応用す
プソイ F

ることにより，ホイスラーの表現を借用すれば「偽古典的」28）韻律法を権

威として確立させたことにある。その際詩脚がヤンブスかトロヘウスに限

定されたことが，新しい韻律法の定着を容易にしたことは明白である。し

かし， 上に述べたようなことは， オーピッツ自身の発見ではない。「ドイ

ツ詩学の書」執筆以前に，彼はすでにオランダで，ヤンブス詩脚の交替に

よる十二音節詩句を知っていたからである29）。韻律理論家オーピッツの功

績は， ドイツ語とオランダ語の親近性を見抜き，オランダ人がドイツと同

じようにフランス語の影響のもとに成し遂げていた成果を，逸速くドイツ

詩に応用し得た点に還元されるのである。
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4 

さて，ここで再びヴエツカーリーンに戻らねばならない。

［資料 III] 

Die andere Eclog, oder Hiirten Gedicht. 

Von der Friihlings Zeit. 

Der Sonnen widerkunft, verkUrtzend der Nacht-stunden, 

Hat schon der Erden hertz erwaichend品berwunden;

Ihr sanft und warmer Leib, ihr Angesicht und Schoβ 

War nicht mehr wie unlangst schier lust-liecht-und lieb-loβ； 

5 Ihr trawrkleyd, weisser sturtz und schlOr war abgeloget, 

Die htigel ihrer brust seind schon <lurch lieb bewoget: 

lhr leyd, kaltsinnigkeit und trawren war dahin, 

Und sie hat einer Braut und jungen Witwin sin: 

Darumb ihr gailer leib, schon umb und umb gezieret, 

10 In einem bunten kleyd schon, jung und frisch prachtieret. 

Den Rock den sie antrug hat der April kunstreich, 

Dem in der weitten Welt kein Sey den-sticker gleich, 

Mit hilf der N atur selbs so ktinstlich tibersticket, 

DaB frolich sich darab ein iedes aug erquicket. 

15 Hie mahlet die Natur Violen, EhrenpreiB, 

le Hinger ie lieber, braun und blaw auf manche weiβ， 

Die scheinen frisch und klar als einer sch凸nheitaugen. 

Dort andre bltimelein for gelbe haar wol taugen, 

Liebst凸ckel,haanenfuβ，weid, schwertel, ringelblum; 

20 Hie scheinet schon herftir der blumen Sonn und Ruhm, 

MaBlieb und sammetroB, damit der Nymfen wangen, 

Elnbog und leftzen selbs, das hertz entztindend, prangen: 

Dort Gilgen, Augentrost, NarciB, VergiB mein nicht, 

Und andre bltimlein mehr, die (weiB) ihr angesicht, 

25 Kehl, brust und gantzen leib uns gleichsam sehen machen. 
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Zerstrewet hin und her mehr schone blumen lachen 

l!ns an, und zwitzern recht, als ob <lurch ihren schein, 

Den Stemen gleich, die erd nu solt ein himmel sein.30> 

この詩は 1648年出版の全作品集に初めて発表された田園詩で， はっきり

とした成立年代は不明であるが，オーピッツの新しい韻律法に従って書か

れている。初期の詩と異なる点は， 強勢を持たない弱音の《e》が揚格の

位置を占めないように配慮されていることである。しかし，オーピッツと

比較しての非常に顕著な差は， ヴェッカーリーンがこの詩でも lieb-lo13,

antrug, kunstreichといった，オーピッツのプロゾディであればトロヘウ

スとすべき単語を，初期の詩と同じくスポンデウスとして扱い，句切りや

脚韻に用いており， Naturなどは 13行目では第 1音節が， 15行目では第

2音節が揚格を占めていることである。また 19,21, 22, 25行目では今日

でも韻律法上許可されている詩行冒頭のスポンデ、ウスが効果的に用いられ

ている。恐らく 1648年の段階でこのような詩を公けにしていたのはヴェ

ツカーリーンくらいであろうし，それが前述のカイザーの指摘を招いたの

である。この詩をヤンブスのリズムで朗読してみようとすると，語及び文

強勢の面からして多くの不自然な強音の曲げ無しには朗読出来ないはずで

ある。ここで非常な難問に直面することになる。このような後期の詩のみ

ならず，［資料 I］の初期の詩も含めて，いったい当時どのように朗読され

ていたのか， という問題である。

このことについては，すでに何年にも亙って二派に分かれて激しい論争

がなされてきた。その一方は，ホイスラーやヴェッカーリーンの全集の編

者フイツシャー，そして近年ではレンツに代表される，ヴェッカーリーン

の詩は初期の作品も含めて，語及び文強勢を無視して悉くヤンブスのリズ

ムで朗読されたという説であり，もう一方は，ヘルダー， A・W・ シュレ

ーゲノレ31)' トルンツ，そしてレンツの博士論文に対する完膚無き迄の反論

を書いたヴァーゲンクネヒトらに代表される，ヴェッカーリーン及び当時

のルネサンス詩人らの詩は自然な強勢に従って朗読されたという説であ

る。ヴェツカーリーンにとって朗読の問題がとりわけ重要であるのは，前
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者（フイツシャーは除くとして）が往々にしてこの詩人に否定的評価を下す

のに対し，後者は例外なく高く評価する結果となっているからである。し

かし，ヴェツカーリーンが自分の詩をどう朗読したかについては何も語っ

ていないし，彼の詩を自然な強勢で読んだとき， レンツのように果たして

これでも韻文かと疑うか32），あるいはヘルダーやトルンツのようにそこに

美を感じるかは，所詮主観的判断でしかないのであるから，この問題に客

観的に納得のいく結論を出すのは困難である。しかも不幸なことには，ヴ

エツカーリーンらルネサンス詩人があまりにフランス詩を受動的に模倣し

たと考えた人々においては， ドイツ的ではないという理由が判断の基準に

なってしまったことである。しかし，ヴェッカーリーンの3寺がヤンブスの

リズムで朗読されたとする説は，説得力に欠けている。例えばこの側の研

究として，最近のレンツの論文では，第 1章において非常に簡潔にこれま

での研究史をまとめている一方，肝心の本論では，まず証明によって明ら

かにされるべき「当時の詩にとってヤンブスのリズムが一般的だった」と

する説を自明の前提としてしまったために，克明にヴェッカーリーンの詩

の強音の曲げを数えるという努力も徒労に終ってしまっている。これに対

し，ヴァーゲンクネヒトは，ルネサンス詩がヤンブスで読まれたとする説

の根拠とされてきた意見をひとつひとつ論破し，もしヴェッカーリーンの

詩がそのように朗読されれば，詩の意味が誤解されかねないことを証明し

ている33）。これは非常に説得力のある根拠付けであり，プレイヤードの忠

実な弟子であったヴェツカーリーンは，デ、ュ・ベレの薦める「明確で混乱

していず，力強く女々しいところのない朗読14）を十分理解していたはず

である。「ヴェッカーリーンの詩よりはルターの賛美歌のほうがましであ

る」というホイスラーの意見は，彼がそれらの詩をヤンブスのリズムで読

もうとしない限り当てはまらないであろう。しかし，ホイスラー自身次の

ように述べている。

「さて，詩を観察する人にとって韻律形式とは一体何であると理解され

るべきであろうか［．．．］ 彼の目的は，ただ作者が意図したリズムを解く

ことにあるお）0」
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もしそうであるとすれば，何故ホイスラーは，明らかにフランス韻律法

に従って書かれたルネサンス詩を，あくまでもヤンブスのリズムで読もう

としたのか，納得のいく答えは示されていない。 トルンツはこの点につい

て，ホイスラーがクニッテルフェルスにおいては自然の強勢に従って読ま

れた， と見事に推論しているのに，ルネサンス詩に限って強音の曲げを伴

う不自然なヤンブスのリズムで読んだと主張していることは残念であると

述べ，そしてホイスラーがそのような結論に至った原因として，フランス

のルネサンス詩がヤンブスの規則的交替のリズムで朗読されたとするザー

ラン（FranzSaran）の，現在ロマニストの間では全く問題にされない説

を，ホイスラーが踏襲したためであろう， と指摘している35）。

フランス詩のリズムは，簡単に言えば，強勢のある音節を最終音節に持

つ幾つかの音節のまとまり，つまり《リズム分節》（mesure）によって形

成される。例えば，ロンサールの十二音節詩句では

Les cheslnes ombrageux, II que sans art I la Nature 
2 + 4 3 十 3

Par les haultes forests 11 nourrist I a l’avature, 
3 + 3 2 + 4 

Sont plus d6ux I aux troupeaux, 11 & plus frais I aux bergers 
3 + 3 3 + 3 

Que Ies arblres entez 11 cl’artifi/ce es vergers :37> 
3 + 3 3 十 3

と，まず句切りと脚韻の 2ケ所にリズム分節の大きな切れ目が有り，かっ

その 6音節ずつ（女性韻詩行末の無韻《e》は除く）がまたそれぞれ固定しな

い2個の切れ目を持って，合計4個のリズム分節を構成している。勿論例

外もあるが，十二音節詩句では4個乃至 3個のリズム分節を有する詩行が

圧倒的多数を占めている38）。そして， ロンサールのこの例では， 1行と 2

行， 3行と 4行が見事な対称を成していることが分かる。 2音節以上の単

語，あるいは語群において，いつも最終音節に強勢の落ちるフランス語の

性質上，ひとつのリズム分節のうちに強勢の無い音節がかなり連続して現

われでも，朗読上困難は生じない39）。しかし， ドイツ語において 4音節以

上の単語や語群を，どの音節にも強勢を置かずに読むことは，例えば Na-

tionalitatのような，非常に不自然な発音を強制される外来語を除いては，
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まず不可能である。ヴェッカーリーンがフランス韻律法を手本としたと

き，彼はこのドイツ語とフランス語の強勢の性質の違いから来るリズムの

差を無視したか，あるいはひとつのリズム分節中の音節数の変化によって

微妙な陰影を生み出すフランス詩のリズムが，彼の耳にはあまりにも新鮮

であったが故に，これをそのままドイツ詩に導入しようとしたのかもしれ

ない。 1641年及び 1648年版詩集の序文でヴェツカーリーンは次のように

述べている。

「2, 4, 6, 8番目の音節がいつも長く，従って詩行をただ彼らの言うス

ポンデウスかヤンブスで作るというのは，（個々の言語の性質を考慮、して

みるに）英語やオランダ語とは異なる他の言語にとって，都合が良いとは

思われません。 しかし， 我らがドイツ語において， それを守らんとする

方，そして巧みにやってのけられると思う方はなさるが宜しい。 しかし，

どうかそのような方が，我らの国語を外国人の耳に分かりにくく不快なも

のとせぬように， さらに多くの美しい多音節の単語や複合語を切り離した

り，目も当てられぬほどに潰してしまわぬように，あるいは完全に取り除

いたり，哀れむべき状態に追いやったり，忘却の淵に突き落としたりせぬ

よう願いたいものです。 また長い詩行の中心にある（私の思うところによ

れば）非常に美しい句切りから， その明確な効果を場合によっては奪って

しまうことのなきょう房長いたいものです.1Q)0 .J 

この件りを読むと，ヴェッカーリーンがあくまでもドイツ語をフランス

詩に近付けようとしていたことが分かる。そして，オランダ詩のようなヤ

ンブスの単調なリズムの繰り返しの導入によって，特に好んでいた八音節

詩句，あるいは十二音節詩句といった長詩の大きな魅力である句切りが不

明瞭となり，その生命が失われてしまうことに危倶の念を抱いているので

ある。ヴェッカーリーンの恐れは的中して，切望していた新しい整然たる

韻律法を獲得したドイツ詩は，今度は肥大した権威となったヤンブスの朝

から自らを解放するために非常な苦労をすることになる。ブフナーがダク

テュノレス導入に当たって，如何にオーピッツに気兼ねをしていたかは，彼

の詩論がずっと後になってから印刷されたことにも示されている。フラン
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スのバロック時代に，十二音節詩句がラシーヌによって美の極致にまで高

められたのに対し， ドイツでは優れた演劇作品が出現するにはブランク

フェルスの導入を待たねばならなかったことも， ヘルダーが”Mi.ihlen-

gekla pper"4llと呼んだドイツ十二音節詩句の硬直したリズムに魅力が欠け

ていたことが，原因のひとつとして考えられる。しかし，ヴェッカーリー

ンの田園詩にはまだドイツ・ルネサンスの短い春の名残りがある。彼は新

しい韻律法に従わざるを得なかったとしても， あくまでも句切りと脚韻

の響きを重視するかつてのフランス風のリズムを完全に捨てようとはしな

かった。そして， この詩における多くの多音節の複合語や動詞， そして

Asyndetonで、結ばれた，あたかもボッティチェリの「プリマヴェーラ」を

連想させる 3音節やスポンデウスの花々の名称は，彼の考えるドイツ語の

美とは正にこのような響きにあるのだと言わんばかりに，ヤンブス交替の

単調なリズムに対する秘かな抵抗として，またこういう言葉を駆使できる

自分こそ，彼らに先んじて詩神の言葉をドイツにもたらしたのだという自

負の念の現れとして42），ちりばめられているように思われるのである。

E王

1) イタリアでは，ルネサンス後期 1500年代に，トロメイ（ClaudioTolomei）が

これを試みたが，イタリア語の持つ強勢を無視したために失敗した。 19世紀

になってカルドゥッチ（GiosueCarducci）がドイツ詩と同様に，強勢を音

量に置き換えた詩脚で古典詩の模倣に成功している。 Vgl. Luigi Giuliano : 

Nozioni di metrica italiana. sa editione, Roma-Napoli-Citt包diCastello : 

Societa Editrice Dante Alighieri p.a. 1954. S. 47. 

2) Vgl. Die Psalmenlibersetzung des Paul Schede Melissus (1572), hrsg. van 

Max Hermann Jellinek. Halle a. S.: Niemeyer 1896. S. XXV ff. Vgl. auch 

Erich Trunz: Die deutschen Ubersetzungen des Hugenottenpsalters. In: 

Euphorion 29 (1928), S. 599-604. 

3) Psalmenlibersetzung, a.a.O. S. LIL 

4) Herder: Samtliche Werke, hrsg. van B. Suphan, Band 15, Berlin 1888. S. 

3-12. しかし，ヘルダーが聞き取ったヴェッカーリーンの詩の自由なリズム

は，クロップシュトック以後の自由詩とは異なることは，後で述べるとおり

である。

S) Wolfgang Kayser: Kleine deutsche Versschule. 18. Aufl., Bern-Mlinchen: 

Francke 1977. S. 69. 
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6) Andreas Heusler: Die deutsche Versgeschichte mit EinschluB des alteng-

lischen und altnordischen Stabreimverses. 2. unveranderte Aufi., Berlin 

1956 （以下 Heuslerと略す）， § 968. 

7) ヴェッカーリーン自身は Rodolfという名を使っているが，ここでは後世でー

般的となる Rudolfという呼ひ、方に従っておく。

8) ヴェッカーリーンの語学力と詩作との関係については WilhelmBeetz : Georg 

Rudolf Weckherlins Beziehungen zur antiken Literatur. Diss. phi!. 

TUbingen, Arnstadt 1903.に詳しい記述がある。

9) 以下ヴェッカーリーンの詩は GeorgRudolf Weckherlins Gedichte, hrsg. 

von Hermann Fischer. 3 Bande. (Bilbliothek des Litterarischen Vereins 

in Stuttgart. 199, 200, 245). Reprografischer Nachdruck Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1968.における通し番号で示す。

10) 49, z. 111 114.この謡歌は八音節詩句で作られているが， これはロンサール

がこのジャンルに好んで、用いた詩句で， ヴェッカーリーンもそれに従ってい

る．

11) 3 

12) この壮大なバレエの上演は，当時のシュトウツトガノレト宮廷のフランス趣味

を如実に示している。

13) 勿論アレクサンドリーナーのことであるが，あとで述べるように，オ｝ピッツ

以後今日まで有効であるヤンブス 6脚の詩行という定義と，フランス詩，及び

ドイツ・ルネサンス詩のそれとのあいだには，韻律法上大きな差異がある。故

に，本論では，この詩句の本来の概念を損わないため，アレクサンドリーナー

という名称は避けることにした。

14) Vgl. Fischers FuBnoten zu diesem Gedicht. 

15) Joachim Du Bellay: La Deffence et Illustration de la Langue Francoyse, 

るd.Henri Chamard, Paris: Librairie Marcel Didier 1961 （以下 De百ence

と略す）， s. 144 f. 

16) 注目すべきは，この両者のあいだで十二音節詩句の占める比重に差が生じて

いることである。デ、ュ・ベレが「擁護と顕揚」を書いた 1549年頃には，あま

りに散文的であるとして敬遠されていたこの詩句を， ロンサールは 1555年の

「雑集」（，，Meslanges“）の第2版で初めて，デ、ユ・ベレの勧める十音節詩句の代

わりに，英雄詩のなかで用いた。そして，同年7月の『続恋愛歌集」（，， Con-

tinuation des Amours“）では，さらにソネットにおいても使用するに至った。

もしロンサーノレが十二音節詩句にこれほどの重要性を与えなければ， ヴェツ

カーリーンのソネットも，彼以後のドイツ・バロック詩も異なる姿を取って

いたに違いない。「ドイツ詩学の書」におけるオーピッツの十二音節詩句へ

の薦めは，ロンサール無くしては考えられないからである。 Vgl. Pierre de 

Ronsard: Abbrege de l’Art Poetique Franc;ois. 包 uvrescomp！とtes,ed. Paul 

Laumonier. Paris: Librairie Marcel Didier 1949. Band XIV, S. 23 f. und 

die Anm. des Herausgebers. 
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17) Ebd. 

18) 65, z. 4/5. 

19) 49, z. 5/7. 

20) 15, z. 15/16. 

21) Ernest Tonnelat: Deux imitateurs allmands de Ronsard: G. R. Weckherlin 

et Martin Opitz. In: Revue de Litterature Comparee 4 (1924) S. 573 f. 

22) Martin Opitz: Buch von der Deutschen Poeterey, hrsg. von Cornelius 

Sommer, Stuttgart : Reclam 1970 （以下 Opitzと略す）， s. 38. 

23) Opitz S. 47. 

24) Opitz S. 47 f.ただし，デュ・ベレはこのような韻の無意味な乱用はすべきで

ないと戒めている。 De百enceS. 145 und vgl. auch die Anm. des Heraus-

gebers. 

25) Opitz S. 49. 

26) Opitz S. 50. 

27) August Buchner: Anleitung zur Deutschen Poeterey. In: Poetik des 

Barack, hrsg. von Marian Szyrocki. Stuttgart: Reclam 1977. S. 47. 

28) Heusler § 922. 

29) Erich Trunz: Die Entwicklung des barocken Langverses. In: Euphorion 

39 (1938), s. 430. 

30) 321 

31) August Wilhelm Schlegel: Geschichte der romantischen Literatur. Kritische 

Schriften und Briefe IV, hrsg. von Edgar Lohner, Stuttgart: Kohlhammer 

1965. s. 59-63. 

32) Hans Lentz: Zum Verhaltnis von Versiktus und Wortakzent im Versbau 

G. R. Weckherlins. Diss. phil. Marburg 1965. Milnchen: Fink 1966. S. 45. 

33) Christian Wagenknecht: Weckherlin und Opitz. Zur恥1etrikder deutschen 

Renaissancepoesie. Milnchen: Beck 1971. [S. v. a. Kapitel V und VI.] 

34) De百enceS. 167. 

35) Heusler § 57. 

36) Trunz: Die Entwicklung des barocken Langverses, a.a.O., S. 451 ff. 

37) Ronsard ：包uvrescompletes, ed. Laumonier, Band XIII, S. 76. 

38) 鈴木信太郎著「フランス詩法」（白水社， 1977年，第4刷，上巻 157頁）では，

1行におけるリズム単位は 5個以下となっている。

39) 前掲書（同頁）では， 1リズム単位中の音節数は， 2音節以上8音節以下である。

40) G. R. Weckherlins Gedichte, hrsg. von Fischer, Band I, S. 293. 

41) Herder: Samtliche vVerke, hrsg. von Suphan, Band XV S. 10. 

42) ヴェッカーリーンが自分を新しいドイツ詩の先駆者と見なしていたことは，

先に引用した序文によって明らかである。 Vgl.G. R. Weckherlins Ge<lichte, 

hrsg. von Fischer, Band I, S. 294. 
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